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1.はじめに 

 

LRT(Light Rail Transit)に代表される路面公共

交通の整備のためには、すでに過密なまでに自動車

利用が進んでいる都市の道路空間の再配分が不可欠

であるが、現在十分な社会的コンセンサスは得られ

ていない。その主な理由としては、路面公共交通の

整備が、自動車との比較優位性に関する議論に終始

し、路面公共交通の整備は、都市の空間と環境の制

約下でまちづくりを進める社会的選択であるとの議

論が十分に展開されていないためと考えられる。特

に、道路は「公共空間」であることには違いないが、

自動車利用者や沿道住民等の各ステークホルダーは、

実は歴史的に形成された「私的な」空間利用の既得

権を有しており、これら権利調整の問題を抜きにし

ては、限られた都市の道路空間を「誰がどのように

使うのか」という再配分問題の解決は困難と考えられる。 

本研究は、以上の観点から、道路空間の「公共性」

に関する市民意識を形成する構造を日独比較分析す

ることで、道路空間利用に関する社会的合意形成の

ための有効な方策に資することを目的とする。 
 
2.アンケート調査の概要 
 
①アンケート調査の内容 

路面公共交通の整備時には、道路空間の再配分が

不可欠であり、道路の使われ方が大きく変化したり、

通行規制や建物移転等が予想される。本アンケート

調査ではこのような点に着目し、自宅直近の道路の

使われ方、自宅前道路の通行規制や道路整備に伴う

建物移転など、公共による私権制限に対する意識に 

ついて設問し、日独比較分析を行う。 

 

②アンケート調査の対象 

アンケート調査の対象に日本からは堺市を、ドイ 
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ツからはヴュルツブルク市を選定した。 

堺市は大阪市の南に隣接する人口約 83 万人の都

市で、2006年4月に全国で15番目の政令指定都市

となった。1）現在、市内中央部を東西につなぐ全長

8.3Kmの「東西鉄軌道」と呼ばれるLRT計画があ

り、このうち南海堺駅～堺東駅間の 1.7Km を早期

開業区間として 2007 年度内の事業着手を目指して

いる。配布対象はこの東西鉄軌道の早期開業区間、

大小路ルートの沿線と、将来的に乗入れが検討され

ている阪堺電気軌道の沿線とした。 

ヴュルツブルク市（Würzburg）はドイツ・バイ

エルン州の北部、フランクフルト・アム・マインか

ら約120Km南東に位置する人口約13万3000人の

都市である。ヴュルツブルク市は Ring と呼ばれる

環状道路の内側に広がる旧市街地と外側に広がる新

市街地で構成された大学街で、中央駅を中心に 5 路

線、約 42Kmの路面電車が放射状に運行されている。2）

配布対象はこのうち、市の中心部を運行している路

線の沿線とした。 

 

③調査方法 

 調査票は住宅地、商店主、来街者のカテゴリー別

に作成し、日独ともに同様の内容とした。堺市では

2006年12月から2007年1月にかけてポスティン

グをし、郵送回収とした。ヴュルツブルク市では

2006年12月に面談方式で実施した。なお来街者向

けアンケートは通行人に対して実施した。また本論

ではスペースの都合上、住宅地に対して行ったアン

ケートについて掲載した。配布・回収結果は表－1

に示す。 

表-1 配布・回収結果 

  配布数 回収数 回収率 

堺市 

住宅地 500 157 31.4% 

商店主 300 67 22.3% 

来街者 ―※ 51 ―※ 

ヴュルツブ

ルク市 

住宅地 ―※ 121 ―※ 

商店主 ―※ 50 ―※ 

来街者 ―※ 128 ―※ 

※面談方式のため、配布数、回収率は記載していない。 

 



3.集計結果 

 

①自宅直近の道路の使われ方に関する設問 

 まず、道路の使われ方に関する設問の単純集計を

行った。 

 図－1 は被験者の自宅前道路に自動車が駐車され

ていた場合、どのように思うのかを質問したもので

ある。堺市では「迷惑に思う」、「迷惑だが止むを得

ないと思う」など、迷惑に思っているという回答が

97.5%でほぼすべてを占めた。一方、ヴュルツブル

ク市では同様の回答が32.2%であったのに対し、「特

に迷惑なことだとは思わない」と回答した者が

63.6%もあった。 

 図－2 は被験者に対し普段、自宅前道路の清掃を

行うのかを質問したものである。堺市では「よくす

る」、「時々する」が合わせて 87.9%、「あまりしな

い」、「まったくしない」が合わせて 12.1%であり、

自宅前道路の清掃を行うものが多数を占めた。一方、

ヴュルツブルク市ではそれぞれ 26.4%、70.2%と自

宅前道路の清掃を行わないものが多数を占めた。 

 図－3 は自動車が歩道に乗り上げるなど、違法に

駐車することについてどのよう思うのかを質問した

ものである。堺市では「取り締まるべきだと思う」、

「迷惑だが止むを得ないと思う」など、否定的に思

っている者が95.5%とほとんどを占めた。一方、ヴ

ュルツブルク市では否定的に思っているものが

33.9%であったのに対し、「特に迷惑なことだとは思

わない」と回答した者が63.6%と多数を占めた。 

 図－4 は商店街の歩道などに設置されている自販

機、看板、商店の商品に関してどのように思ってい

るのかを質問したものである。堺市では「取り締ま

るべきだと思う」、「良くないが止むを得ないと思う」

など、否定的に思っている者が84.1%と多数を占め

た。また、「特に良くないことだとは思わない」と回

答した者も14.0%であった。ヴュルツブルク市では

それぞれ38.1%、59.5%で、「特に良くないことだと

は思わない」と回答した者が多数を占めた。 

 

 

図-1 あなたの自宅前道路に自動車が駐車されていた場合、どのように思いますか 

 

 

図-2 あなたは普段、自宅前道路の清掃をしますか 

 

 

図-3 自動車が歩道に乗り上げるなど、違法に駐車することについてどのように思いますか 
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図-4 商店街等の歩道に設置されている自販機、看板、商店の商品に関して、どのように思いますか  

 

②公共による私権制限に関する設問 

次に、公共的な事業や自宅前道路の通行規制、道

路整備に伴う建物移転などに関する設問の単純集

計を行った。 

図－5は自宅付近の道路で管路の工事が行われる

ことになった場合、工事に対する協力について質問

したものである。堺市では「生活に必要なものなの

で積極的に協力したい」、「迷惑ではあるが必要なも

のなので協力する」など、協力的な回答が100%と

すべてを占めた。一方、ヴュルツブルク市では協力

的な回答が14.1%と少数であり、「協力できない」

と非協力的な回答が79.3%で大多数を占めた。 

図－6は被験者の住んでいる土地や家屋が、道路

などの公共事業のために買収されることになった

としたらどうするのかを質問したものである。堺市

では「進んで協力するほう」、「仕方なく協力するほ

う」など、協力すると回答した者が58.6%と半数以

上を占めた。ヴュルツブルク市では同様の回答が

6.6%と少数であったのに対し、「できれば協力した

くないほう」、「絶対協力したくないほう」など、協

力したくないと回答した者が62.3%と多数を占めた。 

図－7は道路や鉄道建設などの公共事業を進める

際、建物や土地の所有者が反対して工事が遅れるこ

とがある時、「建物や土地を法律に基づいて強制収

用すべきである」という意見についてどのように思

うのかを質問したものである。堺市では「そう思う」、

「どちらかと言えばそう思う」など、肯定的な回答

をした者が58.6%と半数を超えた。一方で、「どち

らかと言えばそうは思わない」、「そうは思わない」

など否定的な回答をした者は20.4%であった。ヴュ

ルツブルク市ではそれぞれ22.3%、62.0%と否定的

な回答が肯定的な回答を大きく上回った。 

 

図-5 あなたの自宅付近で電気・ガス・水道等の管路の工事が行われることになった場合、 

工事に対するあなたの協力について教えてください  

 

 

図-6 道路などの整備には土地が必要ですが、もしあなたの住んでいる土地や家屋が、 

道路などの公共事業のために買収されることになったとしたらどうされますか 
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図-7 道路や鉄道建設などの公共事業を進める際、建物や土地の所有者が反対して工事が遅れることがありますが、「こう

いった場合には、建物や土地を法律に基づいて強制収用すべきである」という意見もありますがあなたはこれについ

てどのように思いますか 

4.まとめと今後の課題 

 

 本研究では、LRT(Light Rail Transit)に代表され

る路面公共交通の整備のための道路空間の再配分に

関連して、道路空間の「公共性」に関する市民意識

の日独比較分析を行い、以下の事を結論として得た。 

第一に、意識調査の結果より、日本では自宅直近

の道路に対する「私的」感が強いが、ドイツでは、

他の人々による道路の多様な使われ方に寛容であり

「私的」感は薄い。逆に、自宅前道路の通行規制や

道路整備に伴う建物移転など、公共による私権制限

に対する反発はドイツの方が強く、日本の方が公共

的な事業に対する協力意識は高い。 

第二に、このように市民意識の面からは、路面公

共交通の整備に協力的なドイツ、非協力的な日本と

いう図式は浮かび上がってこない。すなわち、ドイ

ツの路面公共交通の整備が進んでいるのは、市民意

識よりも法体系、ガイドライン・基準の整備状況、

情報公開制度、社会的合意形成のための制度整備、

予算的裏付け等の要因が大きいと思われる。逆の言

い方をすれば、わが国でもこれらの「仕組み」を整

えればLRT整備が急速に進む可能性はある。 

第三に、ドイツの道路法と我が国のそれとでは道

路使用概念的に異なるものがあるが、3）4）「地方自

治体交通財政援助法」、「路面電車の建設と運営に関

する規則」など、未だ模索段階にあるわが国のLRT

整備のために参考とすべき仕組みや財政的裏付け政

策は多い。5）また、公共と市民と相互信頼の向上の

ために、計画情報の公開制度や市民説明のための制

度的裏付けがきわめて重要と考えられる。 

 以上の結論を踏まえ、今後の課題として、法体系、

情報公開制度、社会的合意形成のための制度整備な

ど、制度面のさらなる考察が必要である。 
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